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次期「豊中市水道施設整備計画」策定支援業務委託 

仕様書 

 

第１ 章   適 用 範 囲   

本仕様書は、次期「豊中市水道施設整備計画」策定支援業務委託に適用する。  

 

第２ 章   業 務 目 的   

 本市水道事業では、「第４次豊中市総合計画」の分野別計画として、経営戦略

の内容を盛り込んだ「第２次とよなか水未来構想」を平成 29 年度に策定し、そ

の実行計画として位置付ける「豊中市水道施設整備計画」に沿って事業を推進

してきた。 

本業務は、令和９年度（2027 年度）を目標年度とする現行の「豊中市水道施

設整備計画」について、昨今の社会環境の変化や行政課題の多様化に対応する

必要性から、同じく令和９年度（2027 年度）に目標年度を迎える「第２次とよ

なか水未来構想」と連携して点検・見直しを行い、次期「豊中市水道施設整備

計画」を策定するものである。 

 

第３ 章   業 務 概 要   

【１ 委託名】 

  次期「豊中市水道施設整備計画」策定支援業務委託 

【２ 実施場所】 

  豊中市全域 

【３ 履行期間】 

 契約締結日から令和 10 年 3 月 31 日まで 

【４ 事業及び施設概要】 

 事業及び施設の概要は、別紙参考資料（事業年報）及び現行「豊中市水道施

設整備計画」のとおり 

 

第４ 章   業 務 内 容   

現行「豊中市水道施設整備計画」について、評価・課題の抽出を行い、昨今

の人件費や物価の上昇、大きな自然災害への備えや施設の共同化なども含めた
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多様な形態の広域化を視野に入れた取り組みなど水道を取り巻く状況の大きな

変化を踏まえ、効率的な水道施設の更新など中長期的な視点に立った水道施設

の投資計画として、次期「豊中市水道施設整備計画」の策定支援を行う。 

本計画は中長期的な視野に立ち 50 年後を見据えたものであるが、具体的な整

備計画については令和10年度から令和19年度までの10年間を計画期間とする。 

また、同時期に行う「次期とよなか水未来構想」の策定（本業務外）と連携

して策定作業を実施する。 

 

【１ 設計協議】  

  業務の進捗に合わせ、以下の打合せ協議を必ず実施するものとし、その他

必要な打合せは、随時、対面・Web・電話等により実施するものとする。 

  なお、打合せ内容については、受注者において業務打合せ簿を作成し、発

注者の承認を得るものとする。また、受注者は発注者から業務の進捗状況に

ついて報告を要求されたときは、速やかに報告すること。 

 回数 時 期 方 法 内  容 

初回 １回 契約後 2 週間以内 対面 業務内容（要望事項・内容、作業

方針・工程、検討事項・内容等の

協議確認）及び貸与資料等の確認 

中間 ２回 随時 対面又は Web 中間報告及び作業中に発生する諸

条件の処理に関する確認 

最終 １回 成果品納入前 対面 総括説明、成果品納入、検収立会 

 

【２ 現況の把握】  

  受注者は、発注者より貸与された資料などに基づき、本市水道施設全般を

把握するとともに、本業務に必要な資料、データの収集・把握を行う。なお、

必要に応じ、現況施設及び整備箇所に関する現況踏査を行う。 

 

【３ 貸与する資料及びデータ等】 

  本業務を実施するにあたって、下記の資料及びデータ等を受注者に貸与す

る。その他、必要となる資料の収集は、原則として受注者が行うものとする

が、発注者が保有する資料で必要なものがあるときは、受注者の依頼に基づ

き発注者が貸与する。  
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受注者は貸与された資料について厳重に保管し、紛失、損傷した場合には、

直ちに発注者に報告し、その指示に従い必要な処置を受注者の負担において行

うこと。貸与された関係資料等の必要がなくなった場合は、直ちに返却するも

のとする。 

（１）現行「豊中市水道施設整備計画」作成時資料 

（２）令和６年度末時点の管路情報 

（３）漏水事故情報 

（４）自己水施設のあり方検討会資料 

（５）自己水施設に関する既存資料（竣工図書、耐震診断結果等） 

（６）浄配水場施設劣化調査業務委託 報告書（平成 31 年 3 月） 

（７）重要施設設定に関する資料 

（８）設備工事完成図書 

（９）機器台帳 

 

【４ 事業の評価・課題抽出】 

  現状の把握の結果、現行「豊中市水道施設整備計画」における事業内容の

評価と次期計画見直しに向けた課題抽出を行う。 

 

【５ 基本方針の策定】  

  現状把握と課題を踏まえ、次期計画における水道施設の基本的な整備方針

を検討する。年間事業量（更新延長や更新率など）や事業費の概要を算出し、

同時期に行う「次期とよなか水未来構想」の策定（本業務外）と連携し財政

計画に反映を行う。 

なお、基本的な整備方針については、SDGｓの達成や環境負荷の低減に関

しても考慮することとする。 

 5-1 長期的な整備方針 

  現在の管路・施設の更新基準年数の設定について検証を行い、妥当性を整

理するとともに、効率的な送配水機能の構築のため、施設の統廃合を含めた

今後 50 年の整備方針を検討する。 

 5-2 更新需要の見直し 

  管路については、令和６年度末時点の管路情報から更新需要を整理（更新
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基準年数を基準とした更新時期が判別できる図表の作成）し、重要度・優先

度を盛り込んだ事業の前倒しによる平準化等を考慮した更新計画を作成する。 

  なお、基幹管路については、次期計画において基幹管路耐震適合率 100％と

する計画とし、適正規模や更新順位を検討する。なお、適正規模の検討に必

要なデータは豊中市から提供する。 

 5-3 他事業体との連携強化 

  施設の共同化なども含めた多様な形態の広域化を視野に入れ、近隣事業体

との連携を強化し、効率的な送配水機能の構築を検討する。 

なお、これまでの検討結果は豊中市から提供し検討結果の検証を行う。 

   

【６ 具体的な取組みの検討】 

  50 年後の長期的な整備方針を踏まえ、今後 10 年間の整備方針、施策、具

体的な取組みを検討する。 

 6-1 基幹管路の更新計画 

  耐震適合管以外の基幹管路（約 12 ㎞）について、重要度や優先度を考慮し、

今後 10 年間の更新計画を作成する。 

  更新対象の基幹管路については、既存資料に基づき、地下埋設物の埋設状

況、施工性等を考慮した更新後の配管ルート検討及び工法の検討（開削、非

開削工法、水管橋、その他）と概算費用の算出を実施する。 

  （更新対象の基幹管路のうち、既存資料に基づかない地下埋設物調査が必

要な区間は約 0.5 ㎞と想定） 

 6-2 配水支管の更新計画 

  今後 10 年間で優先的に整備する管路を整理し、更新延長及び概算費用など

を整理する。 

 6-3 重要給水施設の見直し 

  現計画における重要給水施設の設定について、国土強靭化中期計画におけ

る重要施設との整合を図り令和８年度中に再設定を行うこととしている。再

設定される重要施設への配水ルートの整理を行い、優先順位の位置づけや資

料作成の支援を行う。 

 6-4 自己水施設の更新検討 

本市の自己水施設である柴原浄水場は、昭和 39 年度に築造され供用後 60
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年以上が経過し老朽化が進行している。 

令和７年度に自己水施設のあり方を検討した結果、自己水施設存続が一番評

価の高い結果となり、今後存続に向けた検討を進めていくこととなった。 

本業務では、柴原浄水場を存続するための手法、更新による効果、有効性な

どを明確にするため、既存資料をもとに柴原浄水場の更新が必要となる根拠や

資料を作成するものである。また、柴原浄水場の存続に向けた工程及び官民連

携手法の検討を行うものである。 

 （１）対象施設 

対象施設は以下のとおりとする。なお、対象施設の内、基本的に構造物と

場内配管を対象とするが、耐震補強工事で既存設備への影響が懸念される場

合はその対応にも配慮するものする。 

〔柴原浄水場（公称施設能力：28,000m3/日）〕 

対象施設 仕様等 備考 

中央管理棟 RC 造 3 階建、延床面積：約 1,665 ㎡ 

竣工：平成 5 年 

耐震診断済み 

北管理棟 RC 造 2 階建、延床面積：約 606 ㎡ 

竣工：昭和 45 年 

耐震診断済み 

ろ過池棟 RC 造 2 階建、延床面積：約 418 ㎡ 

竣工：昭和 39 年 

 

薬品注入棟 RC 造 2 階建、延床面積：約 159 ㎡ 

竣工：昭和 39 年 

耐震診断済み 

着水井 RC 造 内法 3.1m×6.6m 深さ 2.0m 1 池 

竣工：昭和 39 年 

耐震診断済み 

高速凝集沈澱池 RC 造 内径 17.0m 深さ 5.0m 2 池 

竣工：昭和 39 年 

 

急速ろ過池 RC 造 内法 5.5m×5.5m 8 池 

竣工：昭和 39 年 

 

浄水池 RC 造 内法 6.6m×10.1m 深さ 3.0m 1 池 

竣工：昭和 39 年 

 

排水池 RC 造 内法 6.6m×10.1m 深さ 3.0m 1 池 

竣工：昭和 39 年 

 

混和池 RC 造 内法 10.5m×3.35m 深さ 2.5m 1 池 

RC 造 内法 7.5m×3.35m 深さ 2.5m 1 池 

竣工：昭和 39 年 

 

排泥池 RC 造 内法 13.5m×7.0m 深さ 2.5m 1 池 

竣工：昭和 39 年 

 

 （２）現状確認 

対象施設の竣工図書、耐震診断結果、運用状況、関連計画に関する資料等

から施設、設備、管路の配置状況、経年化状況、耐震化状況等の本業務に必

要な情報を整理するとともに、現地調査を行い、現状を把握すること。また、

耐震診断に必要な情報の確認も合わせて行うこと。 
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 （３）耐震化費用の試算 

  ①構造物等 

各施設を耐震化した場合の費用を試算する。試算に当たっては、耐震診

断、耐震補強設計、耐震補強工事までの一連の耐震化費用を試算する。耐

震診断に必要な情報が揃っていない場合は情報補完に必要な費用も試算す

る。なお、情報補完が困難な場合は耐震診断自体が困難であることを留意

事項等でとりまとめる。耐震診断済みの施設については、その診断結果と

補強案を用いる。 

耐震補強工事の必要性や補強工事内容は耐震診断に基づくため、本検討

では補強工事が必要となる前提として必要な補強工事内容を過去の耐震補

強等から想定する。また、補強工事で既設設備への影響が懸念される場合

は、更新等の対策費用も想定する。これら耐震補強工事費、更新等の対策

費用は費用算定の前提条件（コンクリート増打ち〇㎡、せん断補強筋〇本

／㎡など）を設定した上での想定かつ参考費用とし、構造計算等の詳細な

計算は伴わないものとする。なお、水運用への配慮や基礎の補強など、補

強が困難と想定される場合についても留意事項等でとりまとめる。 

  ②場内配管 

場内配管を耐震化した場合の費用を試算する。試算に当たっては、現状

の場内配管状況を竣工図書で確認した上で、伸縮可とう管を含む耐震管へ

の更新を想定する。なお、施工幅など、更新が困難と想定される場合につ

いても留意事項等でとりまとめる。 

 （４）補修費用の試算 

建築構造物は「浄配水場施設劣化調査業務委託 報告書（平成 31 年 3 月）」

で算定されている補修費に対して物価上昇等を見込んで見直しを行う。土木

構造物は同報告書の内容に加え、必要な補修費用を試算する。 

 （５）柴原浄水場の存続に向けた工程検討及び官民連携手法の検討 

柴原浄水場を更新する場合の詳細な工程を検討する。なお、大阪広域水道

企業団の施設更新や国土強靱化実施中期計画、上下水道耐震化計画、鋳鉄管

更新計画などの関連する計画との整合も図りながら検討する。 

近隣自治体との共同利用の有効性について近隣市との協議や資料まとめ

などの補助業務を行う。 
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基本設計や PPP 導入可能性調査、詳細設計などを行う上での課題の整理

及び更新事業費以外に必要となる事業費について試算を行う。 

PPP 導入可能性検討の必要性整理や、適用する場合に必要な検討や実施手

順等について整理を行う。 

 6-5 設備類の計画的な更新 

  既存資料に基づき現状把握を行い、機器台帳の整理を行う。更新計画につ

いては、本市より提供する設備類の実用耐用年数及び概算費用をもとに妥当

性等の精査を行い、浄水場の更新に向けた工程・事業費との整合を図り、投

資の最適化を考慮した計画とすること。 

   

【７ 水道施設整備計画のとりまとめ】  

受注者は、発注者の指示に基づき、検討結果を「豊中市水道施設整備計画」

及び「概要版」として、市民、議会等への公表を前提に、「平易な表現」、「用

語集などによる補足説明」、「図表の活用」、「要点を簡潔に整理」といった点を

考慮のうえ、報告書としてとりまとめる。 

なお、報告書の作成にあたり、検討の根拠・資料等はすべて明確にし、整理

して提出すること。 

 

【８ 審査】  

 8-1 審査の目的  

受注者は、「豊中市水道施設整備計画」を策定する上で、技術資料等の諸情

報を活用し、十分に比較検討を行うことによって業務の高い質を確保し、関係

諸法その他準拠する必要のある法令、規格、関連通達等への準拠性の審査を実

施して、報告書に誤りのないよう努めること。 

 8-2 審査の体制 

 （１）受注者は、遺漏なき審査を実施するため、上水道の技術的資格を持ち、

相当な技術経験を有する管理技術者及び照査技術者を配置し、書面により

発注者に届け出ること。なお、書面には経歴を記載すること。 

 （２）管理技術者は、業務全般にわたり技術的管理を行うものとし、受注者

と直接雇用関係を有する者で、技術士（総合技術監理部門（上下水道）又

は上下水道部門）又はシビルコンサルティングマネージャ（上水道及び工
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業用水道、以下「RCCM」という。）の資格保有者であり、過去に同種・類

似業務の実績を有するもので、日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば

可）でなければならない。 

 （３）照査技術者は、業務全般にわたって照査を実施するものとし、受注者

と直接雇用関係を有する者で、技術士（総合技術管理部門（上下水道）又

は上下水道部門）又は RCCM の資格保有者であり、過去に同種・類似業務

の実績を有するものでなければならない。 

 （４）照査技術者は管理技術者を兼ねることはできない。 

 8-3 審査事項  

受注者は、「豊中市水道施設整備計画」全般にわたり検討した事項について、

十分に整理・分析・検討し、策定した内容が事業実施を行う上で適切であり、

かつ事業経営上効率的及び計画的であることを基本として、業務の主要段階に

おいて、検討方針、設計条件、作業内容、成果品について審査を実施すること。 

 

【９ 提出書類】  

  提出書類は下記のとおりとする。 

（１） 契約締結後、業務開始前までに速やかに提出する書類  

ア 業務着手届 イ 業務計画表 ウ 管理技術者届 エ 照査技術者届  

 オ 資格を証明する書類 カ 雇用関係を証明する書類 キ 経歴書  

      ク 緊急連絡表 ケ 実施計画書  

（２） 業務完了後速やかに提出する書類  

ア 業務報告書（成果品） イ 業務完了届  

成果品は次の各号に掲げるとおりとし、本業務の一連の業務成果につい

て報告書としてまとめること。また、電子データとしても DVD-R に収め

て提出すること。DVD-R には内容がわかるようにラベル等で表示すること。 

① 業務報告書 1 部     カラー１部 

② 次期「豊中市水道施設整備計画」本編   カラー1 部  

③ 次期「豊中市水道施設整備計画」概要版  カラー１部  

④ 打合せ記録簿     １式 

⑤ 各種資料作成に用いた電子ファイル  １式 

⑥ その他発注者が指示するもの   １式 
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（３） 随時提出する書類  

ア 打合せ記録簿 イ その他業務担当者が指示する書類業務内容 

 

【１０ 成果品の検査】 

  受注者は、本業務完了時に発注者による検査を受けなければならない。 

検査の結果、訂正が必要な箇所は直ちに訂正しなければならない。 

 

【１１ 支払い条件】 

  業務完了後、適法な請求を受けた日から 30 日以内に一括払いとする。 

 

【１２ 業務実績の登録】 

受注者は、受注時、変更時、完成時の各時点において、請負代金額が 100

万円以上の業務委託について、受注時は契約後 10 日以内に、登録内容の変更

時は、変更があった日から 10 日以内に、完了時は、完了後 10 日以内に測量調

査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）に基づき、｢業務カルテ｣を作成

し発注者の確認を受けた後に、（財）日本建設情報総合センター発行の｢業務カ

ルテ受領書｣の写しを発注者に提出しなければならない。 

なお、手続きに伴う諸費用は、受注者にて負担するものとする。 

また、手続き完了後控え書類を作成し発注者に提出しなければならない。 

 

【１３ 不当介入に対する報告・届出等】 

受注者は、契約の履行に当たって、「豊中市発注契約に係る不当介入対応要

領（平成 24 年 2 月 1 日制定）」の定めるところにより、暴力団等から不当若し

くは違法な要求又は契約の適切な履行を妨げる行為（以下「不当介入」という。）

を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、発注者（当該契約を所

管する所属長）への報告及び管轄警察署への届出(以下「報告・届出」という。)

を行わなければならない。 

報告・届出は、不当介入報告・届出書(別に定める様式)により、速やかに発

注者に報告するとともに、管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に届け出るも

のとする。ただし、緊急を要するため時間的余裕がなく、当該不当介入報告・

届出書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、
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後日、不当介入報告・届出書により報告し、及び届け出るものとする。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員等から不当介入を受けた場合は、速

やかに報告・届出を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。 

なお、報告・届出を怠った場合は、当該受注者などに対し、注意の喚起を行

うことがある。 

 

【１４ 豊中市暴力団排除条例の施行に伴う「誓約書」の提出】 

（１）豊中市暴力団排除条例の施行（平成 25 年 10 月 1 日）に伴い、受注者は、

契約金額が 500 万円以上となる元請負人及び下請負人等が暴力団員又は暴

力団密接関係者でない旨の「誓約書」の提出が必要となるので、該当する場

合は提出すること。 

（２)元請負人の誓約書は、契約書提出時に発注者へ提出すること。 

（３）下請負人等の誓約書は、下請負契約等を締結する際に元請負人を通じ 

て発注者へ提出すること。 

 

【１５ 環境への配慮】 

豊中市上下水道局では環境に配慮した事業活動の実施に取り組んでいる。受

注者においても、環境配慮への取り組みの趣旨を理解したうえで、協力するこ

と。 

  

【１６ 積算基準】 

 

【１７ その他】 

 ・業務の実施に当たり、関連する法令及び条例等を遵守しなければならない。 

 ・受注者は常に中立性を堅持するよう努めなければならない。 

 ・受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

 ・業務に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則と

して受注者の負担とする。 

項目 適用年月日 

労務単価（大阪府） 令和８年３月 

設計業務等標準積算基準書 令和８年度版 
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 ・受注者は、業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名

を明記する。 

 ・本仕様書及びその他業務の内容に疑義は生じた場合、すみやかに発注者と

協議し、業務の円滑なる進行を図るものとする。 


